
 

                                     2017年4月25日改正 

一般社団法人 日 本 照 明 工 業 会             

J I L  5 0 0 4 - 2 0 1 5（ 2 0 1 6 年 版 ） 改 正  

公 共 施 設 用 照 明 器 具  

Luminaires for Public Building Lighting 

改  正  追  補 

 

80 ページ 附属書－図46 を別紙1に置き替える。 

 

83 ページ 附属書－図49 を別紙2に置き替える。 

 

86 ページ 附属書－図52 を別紙3に置き替える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

一般社団法人 日 本 照 明 工 業 会 規 格  JIL5004 

「公共施設用照明器具」 

制    定 ： 1992 年 5 月 27 日 

改   正 ： 2015 年 12 月 3 日 

改正追補 ： 2017 年 4 月 25 日 

審議機関 ： 公共施設用照明器具標準委員会 （委員長 小野 隆） 

立案機関 ： 照明器具小委員会 （主査 渡邉 智） 

発行日    2017 年 4 月 27 日 

発  行    一般社団法人 日本照明工業会 

東京都台東区台東 4 – 11 – 4 

( 三井住友銀行御徒町ビル 8F ) 

電話  （03） 6803 – 0501 

禁 無断複写、転載  
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１
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※１　コンクリート基礎寸法値は、JIL1003照明用ポール強度計算基準により算出した値とする。ただし、幅600㎜、根入れ長800㎜を
　　　下回らないこと。


